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※現金との併用、窓口でのチャージはできません 

※口座振替とコンビニ納付書の取り扱いは終了します 

 

 

 

８月１日から、 

一時預かり保育使用料、 

トワイライトステイ使用料のお支払いが 

便利なキャッシュレス決済に変わります。 

現金でのお支払いも可能です。 

お迎え時に窓口でお支払いください。 

問い合わせ先 

中央区立子ども家庭支援センター事業係 

TEL 03-3534-2103 

使用料納付方法変更のお知らせ 

電子マネー 

クレジットカード 

２次元コード 

 

利用可能な決済種別 


